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「女子スカウトのいる隊では女性リーダーを置くこと」Ver.2 

 

神奈川連盟県コミッショナー 

 

 主題の件、日本連盟教育規程が改定され「男女のスカウトで編成される隊は、男女の隊指導者を

任命する」こととなりましたが、様々な疑問点が指摘されたため、平成 27 年 12 月 20 日付けで、

この運用解釈を出しました。 

その後さらに登録審査時に質問が重ねられましたので、本運用解釈を補完して集大成し、令和３

年 10 月 2 日の地区コミッショナー研究集会で供用することとしました。各地区・団におかれまし

ては十分にご理解の上、登録をお願いします。 

 

1. 本件に関する日本連盟教育規程における正確な表現は、ビーバースカウト部門、カブスカウト

部門、ボーイスカウト部門、ベンチャースカウト部門いずれも同じ表現で「男女のスカウトで

編成される隊は、男女の隊指導者を任命する」です。（ローバースカウト部門にはこの規程は

ありません。） 

2. この表現の中には、「女子スカウトのいる隊では必ず女性リーダーを置く」必要があると共に、

「男子スカウトのいる隊では必ず男性リーダーを置く」必要があることにご注意願います。 

あるBS隊は３人とも男子スカウトであるのに対し、隊指導者は全員女性指導者である場合につい
て、ある団の団委員長から、日本連盟規程 3-18④「男女のスカウトで編成される隊は、男女の指
導者を任命する」とあるので、自団のスカウトは「男子スカウトのみで男女ではない、従って男女
の指導者を置く必要はない」との解釈を示され、質問がありました。 
この問題を理解するためには、この規程の歴史的な経緯を知る必要があります。 
Ø 1995 年日本連盟は、BVS 部門に女子スカウトの加入を認め、1996 年には CS 部門、1997
年にはシニアー（現 VS 部門）部門への女子スカウトの加入を認めました。その間、政府では
1994年「男女共同参画室」を設置し、「男女共同参画社会基本法」を制定しました。  WOSM、
日本連盟や各県連盟はこの方針の実現に向けて基本原則「男女のスカウトで構成される隊は、
女子指導者を必ず選任する」（大阪連盟）方針を立てたというのが大まかな経緯です。 

Ø この原則の大前提には、これまで男子しか受け入れていなかったスカウト活動に、女子を受け
入れることになったという大きな変革があったことを理解しなければなりません。従って今ま
で男子のみの隊に女子が加わり、「男女のスカウトで構成」されることになった場合には、今ま
での男性の指導者に加えて「女性指導者を置くこと」と決めたものであります。 

Ø ですからこの逆のケース、男子スカウトのみの隊の場合は、当然男性指導者は置かれていると
の前提があったと考えられます。女性リーダーのみの隊ができることは想定になかったのです。 

Ø この団委員長のように「ウチは男子のみのスカウトで男女ではない、従って男女の指導者の必
要はない」とおっしゃることは、規程上は正しいように見えますが、その歴史的なバックグラ
ウンドを理解すれば、男子（女子）だけのスカウトであれば、男性指導者（女性指導者）を選
任するのは当然のこととして規定していなかったと考えるべきでしょう。 



3. 「隊指導者」の範囲については、教育規程にある通り、「隊長」「副長」「カブ隊、ボーイ隊の

副長補」までとします。日本連盟教育規程では「隊指導者」とは、「指導者のうち、隊長、副

長、副長補」と定義されています。「カブ隊のデンリーダー」「ビーバー隊の補助者」「カブ隊、

ボーイ隊、ベンチャー隊のインストラクター」は認められません。 

4. また、いずれもローバースカウトの従登録者（RS を主登録、隊指導者を従登録している RS）

は、「男女のスカウトで編成される隊は、男女の隊指導者を任命する」ための隊指導者として

任命することは認められませんので、特にご注意願います。逆に RS 年代の方を、主登録とし

て指導者の登録をしている場合は、当然ながら認められます。 

5. よくあるご質問の中に、女性リーダーを BS 隊-VS 隊間で兼務をさせることはどうか、とい

うものがありましたが、基本的にその女性リーダーは常に隊活動に参加し、問題が起こらない

ように、また問題が起こった時にはすぐ対処ができるようにしていただく必要がありますので、

原則として隊-隊間の兼務は認められません。 ただしこの趣旨から、例えば BVS-CS で活

動を一緒に行っている隊など、一概に兼務がダメだとは言えない場合があることについて、配

慮する必要があります。 

6. また任命の際、「当該隊のスカウトの訓育にふさわしい品性・資質と経験・経歴を備えた者」

であることについても特にご配慮を願います。 

以  上 

 


